
1 

 

小規模工事等契約希望者登録制度の定期受付について 

《令和８・９年度登録 定期受付用》 

 延岡市では、標記制度の追加受付を実施します。名簿への登録を希望される方は、下記事

項をご覧いただき、受付期間内に申請書等の提出をお願いします。 

 

１ 制度の対象となる契約等 

内容が軽易、かつ履行が容易と認められる小規模な建設工事、修繕又は維持管理業務に

係る契約で、予定価格が次に掲げる額を超えないもの。 

⑴ 建設工事又は修繕の請負 200 万円 

⑵ 維持管理業務の委託  100 万円 

 

２ 登録の資格 

⑴ 市内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人であること。 

⑵ 小規模工事等に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者で

ないこと。 

⑶ 延岡市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 22 号）第２条第１号に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団関係者でないこと。 

⑷ 市税等を滞納していないこと。 

⑸ 希望する小規模工事等の履行に関し、必要な資格、免許等を有すること。 

※ 建設業法第３条の規定による許可の有無は問いません。 

⑹ 本市指名競争入札参加資格審査申請（建設工事：令和８年４月１日～令和 10 年３月 31 日

登録）を行っていないこと。 

 

３ 登録の受付期間等について 

⑴ 受付期間 令和７年１１月４日（火）～１１月２８日（金）まで（土・日・祝日を除く。） 

⑵ 受付場所 延岡市役所 ６階 契約管理課 

⑶ 受付時間 午前９時 00分～午後４時 00分（正午から午後１時までを除く。） 

 

４ 登録の有効期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日まで 

※ 次回の定期受付（登録有効期間：令和１０年４月１日から２年間）は、令和９年１１

月を予定しております。 

 

５ 登録申請の方法 

「延岡市小規模工事等契約希望者登録申請書（様式第１号）」と下記に記載する必要な

書類等を添付し、契約管理課へ提出してください。 

１ 延岡市税の完納証明書の写し（R7.10.1 以降発行分） 

２ 履歴事項証明書（個人の方は、代表者の身分証明書）の写し（R7.8.1 以降発行分） 

３ 希望する小規模工事等の履行に関し、必要な資格、免許等を有することを証明する 

書類の写し 

※ 「別表２（必要な資格、免許等の種類）」参照 

４ 役員一覧表 

５ Ａ４版個別フォルダ 

【参考商品名：コクヨ 品番：Ａ４－ＩＦＮ 色：オレンジ（見出し山が１つのタイプ）】 
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６ 登録希望工事の種類 

  登録できる工事の種類は、別表１（小規模工事等の種類）に掲げる業種のうち１種類  

のみとします。 

 

７ 登録事項の変更等 

登録事項に変更があった場合や休業又は廃業した場合は、小規模工事等契約希望者登録

事項変更届を速やかに契約管理課まで提出してください。 

 

８ 登録申請における注意事項 

本制度への登録を希望し、登録名簿に登載された者については、本市が発注する小規模

工事等の業者選定の対象者となりますが、必ず選定業者となることや契約を約束するもの

ではありません。 

 

９ 申請に関する問合せ先 

  〒882-8686 延岡市東本小路２番地１ 

  延岡市企画部 契約管理課 工事契約係 

  TEL：0982-22-7048 FAX：0982-22-7062 

  メールアドレス：kanri@city.nobeoka.miyazaki.jp 

 

10 申請書添付書類の発行、交付等に関する問合せ先 

書類の名称 問合せ先 

完納証明書 

延岡市総務部納税課        ℡：0982-22-7011 

延岡市市民環境部市民課   ℡：0982-22-7015 

北方総合支所市民サービス課 ℡：0982-47-3601 

北浦総合支所市民サービス課 ℡：0982-45-4228 

北川総合支所市民サービス課 ℡：0982-46-5012 

身分証明書 
延岡市市民環境部市民課     ℡：0982-22-7015 

各総合支所市民サービス課   ℡：上記に同じ 

現在事項全部証明書又は履歴事項全

部証明書 
宮崎地方法務局 延岡支局    ℡：0982-33-2185 
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